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マイナンバーカード利活用の拡大に向けた
コンビニ交付等説明会

1



目次

1. 国の動向（マイナンバーカード利活用拡大）

2. コンビニ交付の仕組みとスマホ対応

3. コンビニ交付を活用した便利なサービス

4. 自治体基盤クラウドシステム（ＢＣＬ）とは

5. コンビニ交付導入検討のポイント

6. マイナンバーカード利活用を促進するＡＰ搭載システム

2



１．国の動向（マイナンバーカード利活用拡大）
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マイナンバーカードの交付状況
●マイナンバーカードの申請・交付・保有状況

●マイナンバーカードの申請・交付・保有状況

出展：「マイナンバーカード交付状況について）」（総務省HPより抜粋）

令和６年９月末時点
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マイナンバーカードの利活用拡大に向けて

出展：「マイナンバーカードの普及・利用の促進に関する関係省庁連絡会議（第4回）」（令和5年4月17日、デジタル庁）
別紙３ マイナンバーカードの普及・利活用拡大についてより抜粋



© Japan Agency for Local Authority Information Systems All Rights Reserved.ICT Innovation Center | コンビニ交付 6

デジ田交付金により新たに生まれるマイナンバーカード利用ケース

出展：「マイナンバーカードの普及・利用の促進に関する関係省庁連絡会議（第4回）」（令和5年4月17日、デジタル庁）
別紙３ マイナンバーカードの普及・利活用拡大についてより抜粋
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マイナンバーカードを活用した優れたサービスの横展開加速

出展：「マイナンバーカードの普及・利用の促進に関する関係省庁連絡会議（第4回）」（令和5年4月17日、デジタル庁）
別紙３ マイナンバーカードの普及・利活用拡大についてより抜粋
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スマホ用電子証明書搭載サービス

出展：「マイナンバーカードの普及・利用の促進に関する関係省庁連絡会議（第4回）」（令和5年4月17日、デジタル庁）
別紙３ マイナンバーカードの普及・利活用拡大についてより抜粋



２．コンビニ交付の仕組みとスマホ対応
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コンビニ交付の概要
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証明書交付
センター

コンビニ事業者等 地方公共団体

キオスク端末
（※1）

住民

(7) 手数料の納付

(8) 証明書の印刷

(1) 証明書の申請
(4) 住所地に対して
申請情報の送信

普通紙の利用
（コピー用紙）

従業員等を介さず交付
（住民がキオスク端末

を操作）

マイナンバーカード
又はスマートフォン
（Android）

手数料支払い

(2) 申請情報の送信

(6) 証明書情報、
偽造防止情報の送信

 
 

住 民 票 （例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 
２００Ｘ年（平成ＸＸ年）ＸＸ月ＸＸ日 
ＸＸＸＸ市長 ×× ××× 
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住所地に接続

専用回線 LGWAN

PDFPDF PDF

PDF・ 自動交付機の
延長線上で実現

⇒全国5.6万店舗
が自動交付機に

・ 利用時間は
6︓30～23︓00
(市区町村ごとに設定)

取り忘れ対策

J-LISが
構築・運用

団体とｺﾝﾋﾞﾆ事業者
等にｼｽﾃﾑ仕様や参加
要件を示し、相互の接
続試験やｷｵｽｸ端末の
ｾｷｭﾘﾃｨﾁｪｯｸを実施

PDF

証明発行サーバ

既存住基
税/戸籍
システム

証明書
記載用
情報

偽造防止情報作成
（うら面データ）

証明書情報作成
（おもて面データ）

(5) 証明書情報の
送信（PDF）

(3) （※2）
有効性検証

公的個人認証
サービスセンター

(※1) 不特定多数の人が、タッチパネルなどの簡単な操作により、必要な情報にアクセスしたり、さまざまなサービスを利用したりすることができる端末装置。
(※2) マイナンバーカードで公的個人認証方式利用の場合。

お住まいの市区町村でなくても「いつでも・どこでも・す
ぐに」ワンストップで証明書等を受け取ることが可能

事業者が設置したキオスク端末を活用することによっ
て、行政サービスを効率的に提供することが可能

マイナンバーカードで
全国どこでも利用でき
る環境を実現

全国の近くのコンビニ等店舗で「いつでも・どこでも・すぐに」証明書が取れる
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市区町村の参加状況（令和６年10月15日現在）
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コンビニ交付の導入形態

専用
回線

広域交付
サーバ等

証明発行
サーバ

既存住基
システム等

中
継
シ
ス
テ
ム

コンビニ等
店舗

キオスク
端末

専
用
回
線

コンビニ事業者等

証明書交付センター
(J-LISが構築・運用)

住民

住民票の写し
記載事項証明書
印鑑登録証明書
各種税証明書
戸籍証明書
戸籍の附票の写し

証明書交付に
必要な情報

 
 

住 民 票 （例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 
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PDF

EC
センター

Ａ市

LGWAN
手数料支払い

J-LIS

公的個人認証
サービスセンター

キオスク
端末事業者店舗事業者

自治体

既存住基
システム等

連携データ

Ｂ町

住民情報データ
（副本）

BCL

PDF

証明
発行
機能

証明発行サーバを自前
で用意する方式

自治体基盤クラウドシス
テム(BCL)の証明発行機能
を活用する方式

コンビニ交付の導入形態は、従来の証明発行サーバ
を自前で用意する方式と住民情報データを連携して
安価に導入可能な自治体基盤クラウドシステム(BCL)
の証明発行機能を活用する方式の２つがあります。

証明書の画像
（ＰＤＦデータ）
を作成

証明書の画像
（ＰＤＦデータ）
を作成

裏面に複製防止、
改ざん防止情報
を追加

普通紙に印刷

一連の通信を
暗号化
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スマートフォンを利用した証明書発行
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参加団体と設置拠点数（令和６年10月15日現在）
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コンビニ交付の利用状況（令和６年10月15日現在）
令和６年７月に累計

１億通を突破しました

15
直近では月に人口比2%台後半～5%程度（年間30%台～60%

台程度）取得されている状況



© Japan Agency for Local Authority Information Systems All Rights Reserved.ICT Innovation Center | コンビニ交付

（参考）コンビニ交付参加団体及び交付実績
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マイナンバーカード交付枚数と交付実績の推移
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コンビニ交付通数 マイナンバーカード交付枚数

カード保有枚数（万枚）
コンビニ交付通数（万通） 2023年度には、カード保有者の35%が

コンビニ交付を利用している計算に



３．コンビニ交付を活用した便利なサービス
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住所地と本籍地が異なる方の戸籍証明書交付イメージ
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らくらく窓口証明書交付サービス
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令和６年１０月１５日現在
181自治体386台で稼働中
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コンビニ交付サービスは全国どこでも御利用いただけます

21

B市 コンビニ
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この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。  
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住 民 票 （例）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 
２００Ｘ年（平成ＸＸ年）ＸＸ月ＸＸ日 
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庁舎又は
郵便局、店舗等

①近隣市町村のコンビニ
店舗等で御利用できます

・マイナンバーカードがあれば
全国どこの店舗でも証明書
の取得ができます
⇒近隣市町村に近い場所に
お住まいの住民の利便性
向上に。
また、通勤や買い物、通院
等近隣市町村にお出かけ
の際に。

C町 コンビニ

 
 

住 民 票 （例）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 
２００Ｘ年（平成ＸＸ年）ＸＸ月ＸＸ日 
ＸＸＸＸ市長 ×× ××× 
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近隣市町村のコンビニ等店舗も活用することで、住民の利便性がより向上します

A村

庁内設置用
キオスク端末

②自動交付機としてキオスク端末
を町村庁舎内や公共機関、民間
の店舗等へ設置できます

・自動交付機として
⇒住民の利便性向上が図れます
窓口職員の負担軽減が図れます



© Japan Agency for Local Authority Information Systems All Rights Reserved.ICT Innovation Center | コンビニ交付

庁内設置キオスク端末の導入について
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市町村役場

庁内設置用
キオスク端末

 
 

住 民 票 （例）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 
２００Ｘ年（平成ＸＸ年）ＸＸ月ＸＸ日 
ＸＸＸＸ市長 ×× ××× 
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＜導入メリット＞

・ 郵便局や民間店舗へも設置可能で、証明書取得可能な店舗を補完できます。

・ 自治会等の単位でコンビニ交付サービス説明会を開催し、利便性を御理解いただくことで、
マイナンバーカードの交付促進を図る活動にも御利用いただけます。

・ 導入に係る経費について特別交付税措置が活用できます。

コンビニ等店舗に設置されている端末を自動交付機として役場内等に設置可能です

導入実績： 291市町村552台
（令和6年９月１日現在）

コンビニ等店舗が無い地域をカバーするた

め、自動交付機としてキオスク端末を庁舎

内に設置されている事例もございます。



４．自治体基盤クラウドシステム（BCL）とは
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• 自前の証明発行サーバは構築不要
• BCLを活用することで導入時や法改正対応時等のシ

ステム改修に係る職員の負担を軽減
職員の負担
を軽減

• BCLコンビニ証明発行機能が1通180円で利用可能
• 人口３万人未満の市及び町村は運営負担金を減額
• ５年間の構築・運用経費が従来比４割～７割安い

導入運用経
費が安い

• 証明書の９割超を占める住民票の写し、印鑑登録証
及び税証明書（所得証明、課税証明、納税証明）の
コンビニ交付が利用可能

※いずれの証明書も国の標準仕様に準拠
費用対効果
を大幅アッ
プ • 住民情報データを副本（バックアップ）として保存

し、いつでもリカバリ可能
• クラウド型被災者支援システムとセットで安心
• 東西２センター化で大規模災害時も運用継続安全安心

自治体基盤クラウドシステム(BCL)概要

24

BCLのメリット

被災者
支援
システム

住民情報

自治体
自治体基盤
クラウドシステム

コンビニ
交付
サービス

詳細は、自治体基盤クラウドシステム（J-LIS）サイトをご確認ください。
https://www.j-l is.go.jp/rdd/card/bcl/page/

自治体基盤クラウド
システム(BCL)

コンビニ

証明発行

機能

コンビニ

証明発行

機能

被災者
支援
システム
機能

被災者
支援
システム
機能

R6年10月現在 180 自治体利用中

住民情報

BCLとは
コンビニ交付を低コストで利用できるようにするため、ＢＣＬに連携した住民情報データを使って

証明発行サーバの機能を提供したり、クラウド型被災者支援システムが利用できる等、費用対効果を
高め令和４年１月よりサービスを行っているのが自治体基盤クラウドシステム（通称ＢＣＬ）です。

https://www.j-lis.go.jp/rdd/card/bcl/page/
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ＢＣＬの仕組みと導入要件
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参加市町村（A町）

LGWAN

自治体基盤クラウドシステム（BCL)

連携AP

住民情報システム

住民情報
連携用
データ

クラウド型
被災者支援システム

住民情報
証明書情報
(住・印)

PDF
証明書
PDF

コンビニエンス
ストア等

住民情報

コンビニ証明発行

証明書交付
センター

中間DB

管理端末
データ連携

1)住民情報連携
用データ作成

（既存住基改修）

コンビニ証明発行
機能の制御等

（ＬＧＷＡＮ接続端末）

団体側でご用意又は試験を実施いただくポイント

連携AP

2)住民情報データをＢＣＬ
に連携するＡＰ構築
（連携ＡＰサーバ構築）

ＢＣＬ導入にあたっては、以下の対応が必要となります。

１） 既存住基システムの改修（住民情報を取り出し連携用データ生成）
２） 連携用データをBCLに送るための連携ＡＰサーバ構築（連携ＡＰはＪ－ＬＩＳが用意）
３-1） データ連携試験（ＢＣＬにデータ連携できていることを確認）
3-2） 工程試験（コンビニ交付サービスの実店舗試験等）

3-2)証明発行機能
にデータが連携され、
コンビニ交付が利用
できること

3-1)住民情報データがＢＣＬ
に連携されていることを確認

地方公共団体向け参考資料
・データ連携インタフェース仕様書
・構築手引書
・本番セットアップ作業手引書
・【自治体基盤クラウドシステム】通信要件 等
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BCLと従来のコンビニ交付サービス導入形態との比較
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証明発行サーバを利用BCL（自治体基盤クラウドシステム）利用

1,114市町村（令和６年９月末日）177市町村（令和６年９月末日）参加市町村数

・既存住基システム改修

・証明発行サーバ構築

・LGWAN接続 等

・既存住基システム改修

（連携用データ作成）

・連携APサーバ構築

〇

システム導入及び運用

・事前評価ツールでの試験（工程１）

・評価環境との遠隔連携テスト（工程２）

・評価センター(東京)実機テスト(工程３)

・業務運用試験

・実店舗試験

・住民情報データ連携テスト

・評価環境との遠隔連携テスト

・業務運用試験

・実店舗試験

※ 市町村の作業負担を軽減

〇

参加時に必要となる試験

標準６カ月程度標準５カ月程度〇導入期間

住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、

各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し（住所地と

本籍地が異なる戸籍証明書対応を含む）
〇

住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証

明書（所得証明、課税証明、納税証明）

別途、戸籍用の証明発行サーバを構築すれ

ば、戸籍証明書、戸籍の附票の写しも可

△

交付可能証明書

証明発行サーバ構築ベンダに対し運用保守料又は利用料が

毎年必要

BCL証明発行機能利用料として1通180円で利

用可能
〇

証明発行機能利用料

減額無し町村及び３万人未満の市は減額あり

（R5年度以降▲345千円）
〇

運営負担金

自前で証明発行サーバを用意する場合に比

べ４割～７割減と試算
◎

５年間総経費

法改正対応等の都度、証明発行サーバの改修及び工程試験

（工程１・２・３、業務運用、実店舗）の実施が必要

法改正対応については、原則証明書交付セ

ンター側で工程試験を実施。市町村は実店

舗試験を実施するのみ

〇

運用開始後に必要な試験

新たに、BCLに住民情報データを連携する仕組みを作って

から始めることができる

BCLに住民情報データを連携しているので、

いつでもすぐに始められる
〇

被災者支援システムの利

用

※ BCLと自前で証明発行サーバを用意する場合とを比較して優位と想定する項目に〇印をつけています。
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ＢＣＬ導入に係る経費・利用料

27

■BCLコンビニ交付証明発行機能利用料

１通当たり 180円

※ BCL住民情報データバックアップ機能利用料を含みます。

※ BCL住民情報データバックアップ機能を単体で御利用いただくことはできません。
必ずコンビニ交付サービス等とセットで御利用いただく必要がございますのでご了承
ください。

導入経費（千円）※

６,000千円～1６,000千円 程度

■BCL（コンビニ交付）導入経費

※ 令和２年度総務省実証（小規模団体向けクラウド基盤構築によるコンビニ交付導入促進）時の参加団体経費実績より

※ 市区町村のシステム構成や、住基ベンダの単価等により導入経費には幅があります。
BCL導入検討に必要なシステム仕様は資料提供申込後に閲覧できるBOS（業務運
用システム）にて公開しておりますので、具体的なBCL導入費用は住基ベンダに見積も
りを依頼してください。
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コンビニ交付の利用料（BCL利用の場合）

28

BCL利用団体
（令和５年度以降）

コンビニ交付
利用団体

市区町村の区分

9,879,630円9,879,630円人口100万人以上政令市

7,842,593円7,842,593円人口100万人未満

4,787,037円4,787,037円人口15万人以上市・特別区

2,728,000円2,728,000円人口5万人以上15万人未満

2,218,741円2,218,741円人口３万人以上5万人未満

1,873,259円2,218,741円人口３万人未満

345,481円690,963円町村

※ 新規参加年度について、参加月数に基づく月割計算にて負担金を算出。

＜参考＞運営負担金の主な用途
- 証明書交付センターシステム設備等賃借料・保守費
- 証明書交付センター運営費
- セキュリティ技術使用料

■運営負担金（１年度あたり税込額）

■コンビニ事業者等への委託手数料 １通当たり 117円

BCLの証明発行機能を利用したコンビニ交付サービスの利用にあたり、下記の利用料負担が発生いたします。
小規模市町村向けに運営負担金の減額があります。
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（１）導入に係る地方財政措置

①令和６年度以降のコンビニ交付・BCLの導入経費は、以下の特別交付税措置の対象

特別交付税措置 概要項目

令和５年度～令和７年度適用期間

0.7 ※財政力補正あり措置率

導入経費適用範囲

･市町村システムの改修（証明発行サーバの整備）費用
・郵便局等への端末設置費用

②コンビニ交付・BCLの運用経費は、普通交付税の「地域デジタル社会推進費」のマイナン
バーカード利活用特別分を活用可能。

上記補助金の所管：総務省自治行政局住民制度課
※適用対象の詳細や申し込みについては、県を通じて総務省へお問い合わせください。

29

普通交付税措置 概要項目

令和６年度5００億円程度算定額

基準財政需要額の算定項目「地域デジタル社会推進費」において、マイ
ナンバーカードを利活用した住民サービス向上のための地域のデジタ
ル化の取組に要する経費を算定

算定項目

マイナンバーカードの交付率が高く、マイナンバーカードを利活用した取
組に係る財政需要が多く生じると想定される市町村の経費をマイナン
バーカードの交付率に応じて割増し

算定方法
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(2)デジタル田園都市国家構想推進交付金

30

デジ田交付金：内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 03-6857-3889

都道府県 市区町村 採択額 都道府県 市区町村 採択額 都道府県 市区町村 採択額
北海道 芦別市 15685 埼玉県 杉戸町 2453 和歌山県 印南町 3746
北海道 八雲町 5228 千葉県 東金市 308 和歌山県 串本町 4590
北海道 鷹栖町 12635 千葉県 富里市 3437 鳥取県 倉吉市 7689
北海道 当麻町 10943 千葉県 大網白里市 17663 徳島県 小松島市 1540
北海道 比布町 10121 神奈川県 横浜市 86743 徳島県 石井町 7875
北海道 愛別町 11579 新潟県 上越市 4624 徳島県 那賀町 7839
北海道 上川町 11351 富山県 魚津市 4748 徳島県 美波町 4427
北海道 美瑛町 15168 富山県 小矢部市 2772 徳島県 北島町 15215
北海道 羅臼町 3094 石川県 かほく市 4502 徳島県 東みよし町 13554
青森県 今別町 6160 山梨県 甲州市 6646 香川県 さぬき市 7111
岩手県 二戸市 13222 長野県 小諸市 4965 香川県 三木町 2816
岩手県 岩泉町 15535 長野県 小海町 12023 愛媛県 鬼北町 6064
秋田県 大館市 4858 長野県 川上村 15840 愛媛県 愛南町 2878
秋田県 男鹿市 11442 岐阜県 多治見市 18071 高知県 東洋町 7519
山形県 村山市 10354 岐阜県 羽島市 3438 高知県 芸西村 7691
山形県 山辺町 36974 岐阜県 恵那市 17696 福岡県 春日市 1472
山形県 中山町 3091 岐阜県 岐南町 13823 福岡県 大木町 2939
山形県 河北町 13446 岐阜県 笠松町 13135 福岡県 添田町 8852
山形県 高畠町 6813 岐阜県 関ケ原町 11544 佐賀県 吉野ヶ里町 4903
山形県 川西町 7279 静岡県 菊川市 1452 長崎県 平戸市 11887
山形県 白鷹町 6845 愛知県 津島市 3907 熊本県 水俣市 9366
福島県 二本松市 4736 滋賀県 栗東市 3531 熊本県 長洲町 4021
福島県 浪江町 41183 兵庫県 赤穂市 5148 熊本県 益城町 1037
茨城県 龍ケ崎市 6157 兵庫県 加東市 8502 熊本県 甲佐町 4139
茨城県 下妻市 7436 奈良県 天理市 3434 宮崎県 国富町 28641
茨城県 ひたちなか市 6478 奈良県 三宅町 2052 宮崎県 高鍋町 13696
群馬県 下仁田町 1043 奈良県 曽爾村 3316 宮崎県 都農町 14918
群馬県 甘楽町 4414 奈良県 吉野町 3256 鹿児島県 姶良市 881
埼玉県 伊奈町 522 和歌山県 広川町 4834 鹿児島県 南大隅町 6501
埼玉県 宮代町 4600 和歌山県 日高町 4314 沖縄県 竹富町 15745

デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプ（令和5年度補正予算分）採択結果につ
いて、
デジタル田園都市国家構想推進交付金（令和5年度補正予算）〈採択結果〉抜粋
（別紙3）対象事業一覧（デジタル実装タイプ）」より
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BCL導入の流れ（導入スケジュール例）

31

検討開始 サービス開始３か月前４か月前５か月前 １か月前２か月前

関
連
資
料
提
供
の

申
込
書
、
機
密
保
持
誓
約
書
の
提
出

当
機
構
へ
の
申
請
関
係

シ
ス
テ
ム
構
築
・
試
験
関
係

手
引
書
、
仕
様
書
等
の
検
討
資
料
を

入
手

団
体
内
手
続
き

導
入
検
討

既存住基システムの改修
連携APサーバの構築

工程２試験
（団体とセンター間の連
携テスト）

工程３試験
（各事業者環境での団体と
センタ間の連携テスト）

業
務
運
用
試
験

実
店
舗
試
験
注

＜BCLシステム連携試験＞
連携APサーバ-BCLクラウドセンター間の住民情報連携試験

＜コンビニ交付工程試験＞
１．システム確認試験【工程１】

事前評価ツールを利用したテスト ⇒不要
２．システム確認試験【工程２】

LGWANを介した擬似評価環境での証明書発行テスト

３．システム確認試験【工程３】

コンビニ事業者等のテスト端末での証明書発行テスト
⇒原則証明書交付センターで代理印刷、団体が内容確認

４．業務運用試験
BCL障害発生時の対応業務確認

５．システム確認試験【実店舗試験】
実店舗での証明書発行テスト

・個人情報保護観点の整理
・交付手数料減額の条例制定 (※手数料減額が可能な場合)
・印鑑条例の制定（※印鑑登録証明書を交付する場合）
・交付手数料精算手続き確認
・住民情報のBCP（業務継続計画）対策検討
・被災者支援システムの運用検討（※クラウド型被災者支援
システム導入の場合）
など

予
算
計
上

（申請後５カ月程度）

注）コンビニ交付の実店舗試験においては、サービス開始後と同様の精算が必要となり、交付通数に応じた支出（コンビニ事業者への委託手数料、BCL証明発行利用
料）及び収入（交付手数料－委託手数料）が発生します。あらかじめ予算措置を講じてください。

※ BCL証明発行利用料については、年度末に一括で精算させていただく予定ですので、ご了承ください。

自治体基盤クラ
ウドシステム／
証明書等自動交
付サービス契約
約款締結

自治体基盤クラ
ウド（BCL）サー
ビス参加申込

システム連携
試験（住民情報
連携試験）

証明書等自動交
付（コンビニ交
付）サービス参
加申込
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自治体基盤クラウドシステム（BCL）参加団体状況

847
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参加団体数
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令和５年４月 令和６年４月

BCL参加団体数

BCL

BCL参加の125団体中、80％以上が
３万人未満の市もしくは町村。

人口規模の小さい自治体様に選ばれています。

１年間で約1.4倍に

3年間で300団体以上増加
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５．コンビニ交付導入検討のポイント
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小規模自治体におけるコンビニ交付導入検討のポイント

34

導入検討のポイント懸念事項等

・いつでも：３６５日無休で６：３０～２３：００まで
・どこでも：近くのコンビニにいけば
・すぐに ：２～３分の操作ですぐに証明書が取れます
・さらに、遠隔地にある本籍地の戸籍証明書・戸籍の附票の写しも取れます

住民にとって導入メリッ
トあるか

窓口付近に庁内設置用キオスク端末又はらくらく窓口証明書交付サービスの
端末を設置し、職員付き添いのもとコンビニ交付の操作を体験してもらい、
次回以降コンビニ利用を促すことで、高齢者の精神的ハードルが下がります

高齢者には難しくて使え
ないのではないか

近隣市町村の店舗を活用したり、庁内設置用キオスク端末を導入して郵便局
等へ委託することで利用拠点を確保することができます

店舗が少ないからメリッ
トがない

マイナンバーカード保有者が人口の約７５％に達しており、定期的に広報誌
やホームページ等で案内する等対応することで、導入から２～３年でカード
保有者の３割をコンビニ交付に誘導することは可能です
（参考）先進団体では、住民の７割が利用し、カード保有者の全員が利用し

ている計算

住民に利用されないので
は

・窓口への来庁者が減少し、その分他の業務を進めることが可能となります
・休日夜間対応の職員負担の軽減が図れるし、休日夜間対応に必要な電気等

インフラ使用料及び職員人件費も軽減できます
・らくらく窓口証明書交付サービス利用で、住民を待たせずクレーム減少

職員にとっての導入メ
リットは何か

想定される主な作業としては、以下のとおり
・コンビニ交付の利用を拡大するための広報（広報誌、ホームページ掲載、

公共施設等へのポースター掲示等）
・毎月の交付手数料精算

職員の運用に係る作業は
大変なのでは
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小規模自治体におけるコンビニ交付導入検討のポイント

35

導入検討のポイント懸念事項等

・コンビニ交付の場合、本籍地の戸籍証明書以外にも、戸籍の附票の写しが
取れ、戸籍担当者の負担軽減が図れる

窓口でも全国の本籍地の
戸籍証明書が取れるので
メリットは無い

・住民情報バックアップとクラウド型被災者支援システムを利用すると大雨
や地震等の災害に対するBCP対策の強化が図れる

コンビニ交付だけだと費
用対効果が見込めない

・BCLなら１通１８０円（委託手数料１１７円を除く）＋運営負担金：年35
万円（町村の場合）で利用できます

運用経費は高いのではな
いか

・BCLなら１通１８０円（委託手数料１１７円を除く）＋運営負担金：年35
万円（町村の場合）で証明書交付が可能（年間1,000通でも53万円＝18万円
+35万円）

また、BCLを使った被災者支援等のサービスが安価に利用可能です

人口が少ないため費用対
効果が見込めないのでは

・特別交付税（総務省）：導入経費の０．７、運用経費は普通交付税
・デジタル田園都市国家推進交付金（内閣府）：当年度事業経費の５０％

導入・運用の助成は何か
あるのか

情報連携が進み証明書の提出が不要となる手続きも増えていますが、証明書
交付の半数を占める住民票の写しで年間６千万通交付されていることから、
現在も人口相当の交付通数の需要があり、令和６年度は3800万通、対象人口
比32%程度がコンビニ交付で利用される見込み

そもそも行政のDX化が進
んでいるので証明書はい
ずれ不要になるのでは

・住民にコンビニ交付ポータルサイトを案内していただければ、取得可能な
証明書や取得方法が確認できます

住民から利用方法がわか
らないと言われないか
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コンビニ交付ポータルサイト
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操作方法や取得可能な証明書の種類等がわかりやすくまとめられています。住民からの問合せ対応に是非ご活用ください。
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マイナンバー利活用の拡大に向けた
コンビニ交付等説明会

本説明会の流れ

1 コンビニ交付サービス/自治体基盤クラウドシステムについて
- 質疑応答
- 休憩(10分程度)

2 マイナンバーカードAP搭載システムについて
- 質疑応答

37



６．マイナンバーカード利活用を促進する
AP搭載システム

38
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マイナンバーカードAP搭載システムのサービス概要
マイナンバーカードアプリケーション搭載システム（カードAP搭載システム）は、マイナンバーカード
に対し利用団体の任意のカードアプリケーション(以下「カードAP」という。)を搭載することで、電子
証明書の失効情報連携を含む個人認証基盤が構築でき、マイナンバーカードを利用した行政
サービスが行えるようにするためのシステムです。

マイナンバーカードへのカードAP搭載は、
・地域住民向け領域：市町村が搭載可能
・拡張利用領域：国・自治体・民間企業が搭載可能
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AP搭載システムの利用サービス
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サービスカタログ例（空き領域を活用したサービス、J-LISが提供するサービス）
導入自治体実績事業概要サービス名称0カテゴリ

群馬県前橋市１デマンド相乗りタクシー利用時に、カードで資
格確認、利用回数管理

マイナンバーカードを活用した
タクシー運賃割引補助システム

公共交通10

島根県美郷町１自治体運営バスの乗車システム。カードで乗降
でき、料金計算も行う

スマホdeすまそ（バス乗車シス
テム）

公共交通13

富山県朝日町・高岡市、山
形県西川町、静岡県東伊豆
町

４自家用による有償旅客運送又はタクシー・バス
等の運行管理、予約、決済

地域交通サービス「ノッカル」公共交通15

富山県朝日町１子供達に学びや体験を提供し、参加費決済、ア
フター学習データ蓄積・取得を行う。拠点入退
管理による見守り通知メールサービスも可能

地域教育サービス「みんまな
び」

医療・健康・
子育て23

高知県宿毛市・四万十市・
土佐清水市・大月町ほか

８医療・介護・薬局関係者が診察・介護時に患者
情報を相互で共有・参照

「MINET」（ミネット）医療・健康・
子育て26

富山県朝日町１LINEで参加できる地域ポイントサービス。公共
交通、施設利用、地域活動でポイントためて公
共チケット交換。行動データ蓄積し活用

地域活性ポイントサービス「ポ
HUNT」

コミュニティ
サービス（地
域通貨等）10

福島県いわき市、茨城県境
町、山形県庄内町、秋田県
由利本荘市ほか

12市民がどこでも行政サービスを受けられる環境
を車両に搭載し、様々な場所で証明書交付等の
サービス提供

車両を活用した移動型市役所
サービス（行政MaaS）

行かない窓
口・電子申請
4

兵庫県三田市、宮崎県延岡
市ほか

650図書カードとして、利用者登録、書籍の貸出、
サービス端末へのログイン等が可能

公共図書館ソリューション／
iLiswing、WebiLis、iLisfiera

図書館４

富山県朝日町１カードで公共施設やサービス利用時に決済や見
守り、ポイント付与が可能

マイナンバーカードを活用した
公共サービスパス「LoCoPi」

その他12

富山県朝日町１「LoCoPi」の追加サービス。LINEで予約し利用
可能なEV充電サービス

脱炭素EV充電サービス「エネ
Charge（仮）」

その他13

北海道中標津町・奈井江
町・三笠市ほか

35平時に避難行動要支援者名簿作成、災害時に被
災者台帳作成、避難所入退管理、罹災証明書の
コンビニ交付が可能

クラウド型被災者支援システム
（J-LIS提供）

防災２

愛知県豊田市・みよし市、
大阪府豊中市ほか

276J-LIS提供のらくらく窓口証明書交付サービス等
が利用可能。CRL対応も可能

地方認証プラットフォーム
（J-LIS提供）

共通基盤3

「デジタル実装の優良事例を支えるサービス／システムのカタログ（2024年春版）」（デジタル庁
https://digiden-service-catalog.digital.go.jp）を基にJ-LISが作成

https://digiden-service-catalog.digital.go.jp
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AP搭載システムの活用事例のご紹介①
群馬県前橋市では、マイナンバーカードを活用したタクシーの運賃補助による支援事業
「マイタク（でまんど相乗りタクシー）」を実施されています。事前登録（カードAPをマイナンバーカードに搭載）
された利用者が市内のタクシーを利用された際、運賃の一部を前橋市が支援するもので、利用者がタクシー車
内でマイナンバーカードを端末にタッチすることで割引を受けることができるサービスとなっています。

前橋市より資料提供

参考︓前橋市HP「マイタ
ク(でまんど相乗りタク
シー)のご案内」
https://www.city.ma
ebashi.gunma.jp/s
oshiki/seisaku/kot
suseisaku/gyomu/
5/2/2941.html

https://www.city.ma
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AP搭載システムの活用事例のご紹介②
富山県朝日町では、公共サービスパス事業「LoCoPiあさひまち」のサービスを運用しています。
マイナンバーカードを町内の色々な施設、公共交通機関に設置されている専用の読取機にタッチすることで、
利用者にポイントを付与し、貯めたポイントで抽選会に参加することができます。そのほか、児童や高齢者が
施設やサービスを利用したことを家族に通知する見守りメールや、公共交通の支払い、町内店舗での
電子決済サービス等、幅広くサービスが展開されています。

朝日町より資料提供

参考︓朝日町HP「LoCoPiあ
さひまちとは」
https://www.town.asahi.
toyama.jp/soshiki/mira
i/locopi/2525.html

https://www.town.asahi.
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終わりに
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本件についての問い合わせは、下記までご連絡ください。

地方公共団体情報システム機構 ICTイノベーションセンター研究開発部
Email： icss01@j-lis.go.jp

https://www.j-lis.go.jp/rdd/card/cms_91522020.html

●コンビニ交付資料提供申し込みについて

●自治体基盤クラウドシステム関連資料提供のご案内

https://www.j-lis.go.jp/rdd/card/bcl/page/

資料提供申込や関連資料については下記のサイトにて御案内しております。

●マイナンバーカードアプリケーション搭載システム関連資料提供のご案内

https://www.j-lis.go.jp/rdd/card/bango-ap/cms_bangoap.html

mailto:icss01@j-lis.go.jp
https://www.j-lis.go.jp/rdd/card/cms_91522020.html
https://www.j-lis.go.jp/rdd/card/bcl/page/
https://www.j-lis.go.jp/rdd/card/bango-ap/cms_bangoap.html

